
【演題】満心創痍　

【導入】

皆さんは、虐待と聞くと、何をイメージされるでしょうか？

殴る蹴るといった、身体への暴力でしょうか？

子どもに食事を与えず、放置することでしょうか？

しかし、私の友人は、全く異なる虐待を受けていました。

彼は小学生のころから、勉強、食事、入浴、さらには睡眠までも、

数分刻みで、父親に管理されていました。

父親の機嫌を損ねると

「お前はこんなこともできないのかっ」

「お前のような、出来の悪いやつはいらないっ」

と父親から罵られる日々…

父親の怒りにおびえ、ただ泣きながら、震えて過ごす。

それが、彼の日常でした。

そして、そんな生活をつづけた彼は、精神を病み、通院を、余儀なくされたのです。

そう、私の友人は心への暴力、「心理的虐待」で、苦しんでいたのです。

　　　　　　　

本弁論では、子どもの心を追い詰める、心理的虐待の危険性と、その解決を訴えます。

　　　　　　　　　

【現状】

心理的虐待とは

子供に「心の傷」をあたえる虐待のことです。

厚生労働省によると、

心理的虐待を受けた子どもの約30％は
うつ病やPTSDといった精神障害に苦しみます。

彼らは、

大きな物音や怒鳴り声などが引き金となり、虐待のフラッシュバックを起こしたり、人間関係の構

築に困難を抱えてしまうのです。

さらに

虐待によるうつ病やPTSDは、
虐待の記憶を長引かせ、子どもから安心を奪い、

自殺にまで、発展させてしまいます。

また、心理的虐待は身体へも、悪影響を及ぼします。

心理的虐待を受けた子どもたちの脳には異変が起こり、



難聴や理解力の低下につながるのです。

こうした

精神・身体両方に悪影響を与える

心理的虐待は近年、増加傾向にあります。

厚生労働省によると、

2020年の心理的虐待の通報数は約12万件にも及びます。
この数は10年前の約8倍であり、虐待全体の6割にのぼるのです。

しかしながら、心理的虐待は目に見える変化がわかりづらいことから、

重大事例として扱われる数はごくわずかであり、

身体的虐待の8分の1ほどにとどまっています。

こうした中で、深刻化しうる、危険な心理的虐待の事例さえも、

軽症または問題なしと判断され、見過ごされているのです。

実際に、仙台市が、発生した虐待事例を検証したところ、

220件の心理的虐待が、保護すべきであったと判定され直したのです。

【現状のまとめ】

以上のように、心理的虐待は子どもに成長面で悪影響を与え、

精神疾患のリスクがあり、見過ごしてよいものではありません。

しかし、

心理的虐待の中には、

適切な対応がとられていないものも多く存在するのです。

【問題点】

心理的虐待、それは、心をえぐる、透明なナイフです。

「お前なんかいらねぇよ！！！！」「死んでくれ！！！！」

（間）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

からだに傷は見えなくとも、こころはすでに、満心創痍。

体の痛みと心の痛み、そこに優劣はありません！

子どもにとって、いつ、いかなる時も、安心して過ごせるはずの、「家っ」。

その扉の向こうで、

今日もたった一人で傷つき、

涙をながす子どもたちがいます。

そんな彼らの涙を、私は、決して見過ごすことはできません！

【理念】

私の理想は、虐待にあう全ての子供が、



見放されることのない社会の、実現です。

親に自分を否定され、心休まる場所を失った、子どもたち。

心の傷を負った彼らにも、救いの手を差し伸べる必要があります。

すべての子どもたちが、虐待から解放され、安心して生活することができる。

そのためには、救われない虐待があってはならないのです！

【原因】

それではなぜ、心理的虐待には適切な対応が取られていないのでしょうか？

虐待の発見から順に見ていきます。

まず、虐待が発見されると、通報が行われます。

現在、学校や警察では虐待が疑われた場合は児童相談所への通報が徹底されています。

また、虐待に対する市民意識の向上もあり、20万件を超える通報が行われており、通報は十分
に行われていると言えます。

次に、虐待への対応です　

児童相談所は虐待関連の通報が入ると、

その実態調査や児童の安全確認を行います。

近年、大幅に、虐待の通報件数が増加したことで、

これまでより、多くの虐待への対応が必要となっています。

しかし、児童相談所の職員数もここ5年で10000人から15000人にまで増加しており、
さらに、政府は令和4年度までに、新たに3000人の専門職員の増員を計画しています。

他にも、各自治体は、児童相談所職員の、専門性の向上を進めており、

このように、児童相談所の職員数や能力面には、喫緊の課題はありません。

では、その後の支援はどのように行われているのでしょうか？

児童相談所は、虐待の通報・調査・確認をしたあと、

その程度を判断し対応を決めます。

現在、用いられている、児童虐待の深刻度リストでは、

頭や顔のケガ 、 脱水症状や栄養失調といった項目が
重度の虐待とされ、優先されています。

しかし、

こどもが言葉で脅されている・親への拒否反応を示しているなど

心理的虐待が強く疑われる状態であっても、

『場合によっては中程度以上』とされ、心理的虐待は、その深刻さに合わせて十分な対処がなさ

れていません。

このように、心理的虐待の判断基準は曖昧で、軽視されているのです。

例えば、

西東京市の男子中学生は、父親からの心理的虐待により、

精神的に追い詰められ、親への拒絶反応を示していました。



しかし、行政は、かすり傷程度のけがから

”軽度の虐待である”と判断し、保護しませんでした。
その結果、彼は自殺してしまったのです。

このように今の体制では、

目に見えないという特性から、ほとんどが軽視されてしまっています。

しかし中には取り返しのつかないことになる場合もあり、、

心理的虐待の深刻性を正しく把握し、それに合った対応をしなければいけないのです。

【プラン】

そこで、私は1点のプランを提案します。

それは、

『こどもの兆候』　と　『親子の様子』という、２つの重要基準を新たに定め、

心理的虐待の深刻性を確定し、適切な保護へと、移ることができるようにすることです。

1つ目の『こどもの兆候』とは
虐待を受けた子供の自己肯定感が低く、精神的に不安定になりやすいことで、

自殺・家出などを頻繁にほのめかすといった特徴が当てはまります。

さらに、自傷行為や家出などの非行や、登校を拒否してしまう

など、こどもが実際に行動に移している場合は、特に注意が必要なのです。

このように、こどもは、自身の言動に、虐待による心の傷を表しているのです。

例えば、

ある女性は小学生のころから「あなたなんて生まれてこなけりゃよかった」などと言われ、

家出をしたり、登校を拒否するようになりました。

このような、家出や登校の拒否はまさにこどもが発する、心理的虐待の兆候です。

次に、二つ目の『親子の様子』です。

『親子の様子』とは、心理的虐待が生み出す、親子関係のひずみです。

典型的なものは、親が『しつけ』だとして、子どもに暴言をあびせる、意図的に無視を続けるといっ

た親の言動があてはまります。

さらに、こどもが受け入れてしまっていても、親が「あなたのため」と言いながら、こどもの生活を

過剰に管理しようとするといったような傾向は、

日常的にこどもに負荷をかけ続ける、重度の心理的虐待です。

こちらも具体例でご説明いたします。

ある母親は、娘を医学部に進学させるために

勉強面だけでなく、睡眠、入浴の時間まで、管理・監視していました。

その管理・監視は

大学生の娘の就職の内定を無理やり辞退させるほど徹底されたものでした。

このようなこどもへの異常ともいえる干渉は、

激しい心理的虐待と言えます。



以上の『こどもの兆候』と『親子の様子』という二つの重要基準を

児童相談所の虐待対応の判断に活用します。

これまでは心理的虐待であれば、

軽度で場合によっては中程度という曖昧な表現でした。

そこで、この２つの重要基準が両方当てはまる場合は原則、重度虐待と判定し

片方が当てはまれば中程度、

通報はあったものの、基準に当てはまらなければ軽度といった判定とします。

ただし、2つの基準を両方満たしていなくても、
自殺の懸念がある場合やうつ病・PTSDが、確認された場合は、
即座に重度判定とします。

このように、現在の基準よりも、心理的虐待に対して、厳格な基準とするのです。

（間）

そして現在行われている、虐待の深刻度に合わせた対応を、心理的虐待にも適用します。

まず重度の場合、児童を、親と引き離し、一時保護という形を取ります。

また、必要に応じてカウンセリングや、病院での入院治療も行います。

その間に児童相談所は、虐待が継続しそうなのか、それとも改善しそうなのかを判断します。

もし、虐待が続く場合は、児童養護施設や里親に、こどもを預けることになります。

改善しそうな場合、児童を自宅へ戻し定期的な訪問による、経過観察に入ります。

中程度の場合は、家庭への訪問を通じた在宅支援を行います。

具体的には、週に数回の、親子に対する面談や、児童の様子を確認するための定期的な家庭

への訪問、子育ての指導などを行い、改善します。

軽度の場合は、虐待防止活動のNPO団体の紹介などの、支援を行います。

ここでは、親に寄り添い、子育ての相談を行ったりすることで、

こどもへの虐待を抑止し、深刻化を回避します。

こうして新たな基準を元に心理的虐待の深刻さを測り、それに合った対

応をとることとします。

そうすることで、心理的虐待に苦しむ子供たちを救うことができるのです。

【締め理念】

私は今回の弁論を作る中で、こどもの虐待防止センターや、児童相談所の職員の方からお話を

聞き、

心理的虐待の危険性と

その解決の重要性を、学びました。

そして、これからを子どもを持つかもしれない、



もしくは子どもとかかわるかもしれないみなさんにも、

この心理的虐待について、知っておいていただきたい！

みなさんの理解があれば、心理的虐待で苦しむ子どもたちを

一人でも多く、救うことができるのです。

そして、全てのこどもたちが、安心して暮らせることを

願って、本弁論を終了させていただきます。

ご清聴ありがとうございました。


